
令和７年度 地域部活動推進事業に係る実証事業報告会及び研修会
行政説明

令和８年２月１２日



説明事項

１ 令和７年度の埼玉県の取組について

２ 最新の国の動向について

３ 第２期埼玉県地域クラブ活動推進計画
（前期：令和８年度～令和１０年度）（案）について

令和７年度 地域部活動推進事業に係る実証事業報告会及び研修会



令和７年度の埼玉県の取組

〇 「地域クラブ活動シンポジウム」の開催

・第１回 令和７年９月６日（土）にキングアンバサダーホテル熊谷にて開催。
【内容】

スポーツ庁地域スポーツ課による基調講演
長野県南佐久郡における広域での取組発表
秩父地区の取組発表
深谷市の取組事例発表
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令和７年度の埼玉県の取組

〇 「地域クラブ活動シンポジウム」の開催

・第２回 令和８年１月２４日（土）に白岡市コミュニティセンターにて開催。
【内容】

文化庁参事官付参事官補佐 芸術文化担当による基調講演
久喜市教育委員会の事例発表
特定非営利活動法人白岡Sport-Vereinの事例発表



令和７年度の埼玉県の取組

〇 「地域ミーティング」の開催
・第１回 令和８年１月１５日（木）にＷＥＢにて開催。
【内容】

主に東南地区の市町村、スポーツ団体等による意見交換
今後連携を取りたい相手方とのマッチング

・第２回 令和８年１月１８日（日）に上尾市立上尾中学校にて開催。
【内容】

「ＡＧＥＯ地域クラブ」について、上尾市教育委員会による説明
ＡＧＥＯ地域クラブ活動視察、参加者へのインタビュー、質疑応答

・第３回 令和８年１月２０日（火）に川越地方庁舎にて開催。
【内容】

部活動地域移行促進のための地域クラブ活動支援統括コーディネーター
（アスフィール(株)）による講演
部活動地域展開における課題の解決に向けた民間サービスの紹介

第２回地域ミーティング

第３回地域ミーティング

・第４回 令和８年１月２７日（火）にＷＥＢにて開催。
【内容】

主に西北地区の市町村、スポーツ団体等による意見交換
今後連携を取りたい相手方とのマッチング

・第５回 令和８年２月５日（木）に草加商工会議所にて開催。
【内容】

一般社団法人彩の国ＳＣネットワークによる講演
令和７年度埼玉県新たな地域クラブ活動実証事業参加団体による成果発表 第５回地域ミーティング



第１～３回

・知事に思いを伝える。

目的

委員構成

こども基本法第１１条に定められた「こども等の意見反
映」について、小学生～高校生相当年齢が県政に対して意
見を述べる会議を設置する。庁内からこどもたちから意見
を聴きたい県の施策を募集し、会議委員のこどもたちから
意見を発表してもらい、県のこども施策等に反映する。

県内在住・在学の小学１年生から高校２年生の２８名
（地域クラブ活動のグループは７名）

第４回 意見発表

〇 「埼玉県こども会議」における子供の意見聴取

令和７年度の埼玉県の取組

〇 「こどものこえアンケート」における子供の意見聴取
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令和７年度の埼玉県の取組

知事部局のみ教育局のみ 教育局・知事部局

２９／６２市町村

実施種目再委託先運営・受託団体市町村名

陸上競技、バスケットボール、サッカー、軟式野球、バ
レーボール、ソフトテニス、卓球、バトミントン、ソフトボー
ル、剣道、ダンス、ニュースポーツ、ゲートボール、グラウ
ンドゴルフ、ペタング、ボウリング

特定非営利活動法人サンワエナジークラ
ブ

上尾市教育委員会上尾市

陸上競技、水泳競技、柔道、剣道、ＪＲ東日本スポーツ株式会社蕨市教育委員会蕨市

陸上競技、ハンドボール、ソフトテニス、卓球、剣道、ボー
ト

株式会社サクシード戸田市教育委員会戸田市

サッカー、ソフトテニス和光市教育委員会和光市

北本市教育委員会北本市

バトミントン伊奈町教育委員会伊奈町

陸上競技、バスケットボール、サッカー、軟式野球、剣道
一般社団法人ふじみ野ふぁいぶるクラ
ブ

ふじみ野市スポーツ振興課ふじみ野市

剣道鶴ヶ島市教育委員会鶴ヶ島市

陸上競技、バスケットボール、サッカー、軟式野球、バ
レーボール

小川町教育委員会小川町

陸上競技、剣道、ラグビー熊谷市教育委員会熊谷市

検討中本庄市教育委員会本庄市

陸上競技、ソフトテニス、卓球、バトミントン、ソフトボー
ル、柔道、剣道、ラグビー

深谷市教育委員会深谷市

バスケットボール、ソフトテニス寄居町教育委員会寄居町

ソフトテニス、剣道行田市教育委員会行田市

陸上競技、サッカー、ハンドボール、卓球三郷市教育委員会三郷市

陸上競技、バスケットボール、サッカー、軟式野球、バ
レーボール、ソフトテニス、卓球、バトミントン、ソフトボー
ル、剣道、ダンス

特定非営利活動法人 白岡Sport-
Verein

白岡市教育委員会白岡市

（教育局）バスケットボール、サッカー
（知事部局）サッカー

（教育局）特定非営利活動法人鴻巣ブレ
ス総合型スポーツクラブ

（教育局）鴻巣市教育委員会
（知事部局）株式会社
KONOSU CITY 
FOOTBALL CLUB

鴻巣市

（教育局）バスケットボール、バトミントン、剣道、
（知事部局）サッカー、バドミントン

ソフトボール、サッカー、体操

（教育局）公益財団法人新座市スポーツ
協会

（教育局）新座市教育委員会
（知事部局）NPO 法人サッ
カースポーツ文化観光地域
振興クラブ、NPO 法人ココ
カラ

新座市

（教育局）陸上競技、バスケットボール、軟式野球
（知事部局）陸上、サッカー

（教育局）未定
（教育局）川越市教育委員会
（知事部局）一般社団法人
Learn and Grow

川越市

（教育局）陸上競技、バスケットボール、サッカー、軟式野
球、バレーボール、ソフトテニス、卓球、バトミントン、ソフ
トボール、柔道、剣道、ラグビー、チアダンス、ボウリング、
ボクシング
（知事部局）チアダンス、女子バレーボール

（教育局）未定

（教育局）狭山市スポーツ振
興課
（知事部局）株式会社エル
フェンスポーツクラブ、
MOABLAZE

狭山市

（教育局）陸上競技、バスケットボール、サッカー、バレー
ボール、剣道
（知事部局）バスケットボール

（教育局）未定
（教育局）越谷市教育委員会
（知事部局）越谷アルファー
ズ

越谷市

（教育局）陸上競技、バスケットボール、サッカー、軟式野
球、バレーボール、ソフトテニス、卓球、バトミントン、剣
道、ダンス、トランポリン
（知事部局）陸上、ダンス

（教育局）シンコースポーツ株式会社、Ｅｎ
ｊｏｙＪｕｍｐクラブ

（教育局）久喜市教育委員会
（知事部局）NPO 法人ス
ポーツコミュニティ久喜

久喜市

（知事部局）ソフトテニス、ハンドボール、ダンス、モルック、
ボッチャ

（教育局）川口市教育委員会
（知事部局）一般社団法人
STAND FOR 
BASEBALL 川口,NPO 法
人スポーツ・サンクチュアリ・
川口

川口市

実施種目再委託先運営・受託団体市町村名

ボウリング株式会社イースタンスポーツ所沢市

陸上、ソフトボール、バスケットボール

総合型地域スポーツクラブ
JAWS
非営利型一般社団法人
NIGHTINGALE
JAPAN

毛呂山町

スナッグゴルフNPO 法人クラブラッキー東松山市

バレーボール入間スポーツクラブ入間市

サッカー、バスケットボール
NPO 法人武蔵丘スポーツク
ラブ

吉見町

陸上嵐山ふぁいぶるクラブ嵐山町

令和７年度実証事業実施市町村



最新の国の動向について



最新の国の動向について



第２期埼玉県地域クラブ活動推進計画（前期：令和８年度～令和１０年度）（案）について

Ⅰ 計画の概要

１ 計画策定の趣旨

・地域クラブ活動の推進に関して、これまでの進捗状況等の評価と令和７年１２月に文部科学省が策定した「部活動改革及び地域クラブ活動

の推進等に関する総合的なガイドライン（以下「国ガイドライン」という。）」を踏まえ策定。

・急激な少子化が進む中でも、将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会の確保及び充実を図る。

２ 計画の位置付け

・第１期計画に掲げた県の取組を継承するとともに、国ガイドラインにおいて、都道府県の役割は「広域自治体としてリーダーシップを発揮

し、都道府県全体としての改革方針を示す」とされたことを踏まえて策定するもの。

・県内（さいたま市を除く）の公立中学校等における部活動の地域クラブ活動への展開を推進するため、県の取組の基本方針や具体的な取組

等を示す。

・国ガイドラインでは、市町村を改革の責任主体として位置付けた。県は、市町村ごとの実情に寄り添ったきめ細かな支援を行うとともに、

単独の市町村では解決が困難な課題に対して広域的な調整機能を果たす。

３ 計画期間

・国ガイドラインで「改革実行期間」と位置付けた前期３年間及び後期３年間の計６年間（令和８年度～令和１３年度）のうち、本計画の期

間は前期の３年間（令和８年度～令和１０年度）とする。

・本計画の終期における中間評価を踏まえ、「改革実行期間」の後期において更なる改革を推進する。

Ⅱ 地域クラブ活動の推進に関する現状と課題

・休日の地域展開を実施する市町村数は２９まで増加。

・休日における学校部活動についてはいまだ多くの学校で実施されており、学校部活動から地域への完全な展開に向けては様々な課題がある。



Ⅲ 計画の基本理念と基本方針

１ 基本理念

・地域全体で関係者が連携して活動を支える。

・教育的意義を継承・発展させつつ、新たな価値を創出する。

・活動を希望する全ての生徒が多種多様な選択肢の中から活動に参加できる環境を目指す。

２ 基本方針

・第１期計画の評価や、国ガイドラインで示された「改革実行期間内に、原則、全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す」

「現時点で着手していない地方公共団体においても、前期の間に確実に休日の地域展開等に着手する」等の取組方針を踏まえ、地域

クラブ活動を推進する。

・地域等の実情は多様であることに十分留意し、各市町村が主体的に持続可能な体制を構築できるよう、県として支援を行う。

３ 取組の方向性

・県の役割は、広域自治体としてリーダーシップを発揮し、広域的な基盤づくりや市町村に対するきめ細かな支援を行うこととする。

・生徒が安全・安心に地域クラブ活動に取り組めるよう、地域クラブ活動に関する認定制度や地域クラブ活動の指導者の登録制度が各

市町村において円滑に導入・運営されるよう、県は市町村に対して支援する。

・障害の特性に応じた配慮等に関する指導者研修や、障害者スポーツ団体等との連携を図るなど、障害がある生徒の活動機会の確保を

進める。

・生徒等のニーズに合った地域クラブ活動の構築等を行うため、生徒等へのアンケート調査などを実施し、その結果を取組に反映する。

４ 計画の指標

・１以上の学校部活動の地域展開を実施する市町村数（さいたま市を除く）

現状値：２９（令和７年度末）

目標値：６２（令和１０年度末）
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Ⅳ 地域クラブ活動の推進に向けた県の取組

主な内容県の取組

・地域クラブ活動推進に向けた関係者ネットワーク会議の設置

・各スポーツ・文化芸術団体、障害者スポーツ団体、大学等に対する指導者確保及び
関係者の理解促進等の協力依頼

・大会・コンクール等主催団体に対し地域クラブ活動に参加する生徒の受入を依頼

１ 関係者間の連携体制の構築

⑴ 関係者間のネットワーク構築
⑵ スポーツ・文化芸術団体や大学等との連携

⑶ 大会・コンクール等主催団体との連携

・県民や関係者等を対象とする地域ミーティングやシンポジウムの開催

・ポスターやリーフレットの作成・配布による関係者の理解促進
・定期的な県と市町村との会議など様々な機会を捉えた、地域展開の担当組織以外

の行政関係者等への働きかけ

２ 県民・関係者等の理解促進

⑴ 地域ミーティング及びシンポジウムの開催等
⑵ ポスターの掲示及びリーフレットの配布等

⑶ 機運醸成に向けた各市町村等への働きかけ

・質の高い指導者向け研修等の機会及び情報の提供

・各市町村における認定地域クラブ活動指導者登録制度の導入支援・運営支援
・指導者人材バンクの登録対象者の追加等

・兼職兼業に係る基準や手続き等に関する市町村や県立学校等への周知

３ 指導者の質の保障と量の確保

⑴ 指導者向け研修機会等の提供及び認定地域クラブ活動指導者登録制度
への対応

⑵ 指導者人材バンク等の拡充と認定地域クラブ活動指導者の活用

⑶ 教員等の兼職兼業制度の適切な運用

・市町村と関係団体の連携をコーディネートする人材の派遣など市町村の課題解決

に向けた伴走支援
・複数市町村による広域連携の取組に関する調整

・市町村における協議会の設置・推進計画の策定や地域クラブ活動の認定制度の

導入等に向けた好事例の周知等

４ 市町村の取組の支援

⑴ 市町村の課題を踏まえたきめ細かな支援
⑵ 地域との課題共有や多様な団体間で議論を深める場の提供

⑶ 県実証事業の成果や好事例等の情報提供

・学校施設や社会教育施設その他公共施設の有効活用事例の市町村への周知

・地域クラブ活動に係る保護者負担の軽減につながる手法の市町村への周知
・国の補助事業の活用に向けた市町村への助言・情報提供等

５ 地域クラブ活動の持続可能な運営に向けた支援

⑴ 学校施設等の有効活用事例に関する周知
⑵ 保護者の費用負担の軽減につながる手法の周知等

⑶ 経済的に困窮する世帯の生徒への支援に向けた関係機関との連携

Ⅴ 推進体制

・県知事部局及び教育局の関係課で構成する「埼玉県地域クラブ活動推進庁内委員会」において、各取組の進捗状況や指標の達成状況を定期
的に検証・評価し、取組を改善する。

・教育・スポーツ・文化芸術・福祉・まちづくり等の幅広い分野の関係者や学識経験者等で構成する「埼玉県地域クラブ活動推進協議会」を
開催し、地域展開の現状や課題について情報共有や協議を行う。



【意見募集期間】
令和８年２月１日（日曜日）～令和８年２月２８日（土曜日）

【提出方法】
・電子メール
・郵便
・ファクシミリ
※電話等による口頭での意見は不可

【意見の取扱い】
・提出していただいた御意見を考慮し、「第２期埼玉県地域クラブ

活動推進計画（前期：令和８年度～令和１０年度）（案）」を
策定する予定

・いただいた御意見の概要と、それに対する県の考え方などを公表

詳しくは、
県ＨＰ「埼玉県 地域クラブ活動推進計画 県民コメント」と検索

県民コメントについて


